
事 務 連 絡 

令和 5 年 5 月２日 

障がい児福祉サービス事業所等 管理者 様 

 

福岡市こども未来局子育て支援部こども発達支援課長 

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の対応について 

 

 平素より、新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、障がい福祉行政への円滑な実施についてご尽

力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症については、感染症法上の位置付けの見直しにより、令和５年５月

８日から季節性インフルエンザと同等の５類感染症に変更され、日常の基本的な感染症対策について

は、個人や事業者による判断に委ねられることとなりますが、現在の主流であるオミクロン株は、感染力が

非常に強いウイルスである状況に変わりはないことから、今後も日常における基本的な感染対策を行って

いく必要があります。 

 障がい児福祉サービス事業所等におかれましては、引き続き、下記の取り組みにご協力をいただきます

ようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 感染対策の徹底について 

  各事業所には重症化リスクの高い障がい児が通所・入所していることを踏まえ、十分な換気、手指・

共用設備の消毒など感染対策の徹底をお願いいたします。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症の陽性者発生時の対応について 

 （１）こども未来局こども発達支援課への連絡 

感染状況の把握及び保健所等と連携した支援を可能とするため、当面の間、引き続き、従業

者や利用者・入所者に陽性者が発生した場合（医師による確定診断を受けた場合のみ）、下記

報告様式を用いて電子メールによりご報告ください。 

※検査キットを使用し、陽性と判明した場合でも、医師による確定診断を受けない場合は、報告

不要です。 

 

報告様式（別添）：「新型コロナウイルス感染症陽性者発生報告書」 

 ※様式は従前のものから改めております。 

送信先：こども未来局こども発達支援課 事業所指定・指導係 

メールアドレス：syougaiji-jigyousyashitei@city.fukuoka.lg.jp 



  （２）集団感染の発生の際の保健所への報告 

令和５年４月２８日付け厚生労働省通知「社会福祉施設等における感染症発生時に係

る報告について」の一部改正について（別添参考資料）に基づき、ノロウイルス等の感染症や

食中毒が発生した場合などと同様に、新型コロナウイルス感染症についても、施設所在地を所

管する保健所への報告をお願いいたします。 

 

【問い合わせ先】 

〒810-8620 福岡市中央区天神 1 丁目 8 番 1 号 

福岡市こども未来局 子育て支援部 こども発達支援課 事業所指定・指導係 

 (TEL)092-711-4178 (FAX)092-733-5883 

事業者指定専用アドレス: syougaiji-jigyousyashitei@city.fukuoka.lg.jp 


